
不
動
産
登
記
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

（
第
一
条
関
係
）

一

不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）

1

（
第
二
条
関
係
）

二

建
設
機
械
登
記
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
三
百
五
号
）

6

（
第
三
条
関
係
）

三

船
舶
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
十
一
号
）

9

（
第
四
条
関
係
）

四

農
業
用
動
産
抵
当
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
十
五
号
）

15
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

一

不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
（
第
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
申
請
情
報
）

（
申
請
情
報
）

第
三
条

登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば

第
三
条

登
記
の
申
請
を
す
る
場
合
に
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
法
第
十
八
条
の
申
請
情
報
の
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事

な
ら
な
い
法
第
十
八
条
の
申
請
情
報
の
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

項
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
同
上
）

十
一

権
利
に
関
す
る
登
記
を
申
請
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

十
一

権
利
に
関
す
る
登
記
を
申
請
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項

事
項

イ
～
ヘ

（
略
）

イ
～
ヘ

（
同
上
）

ト

所
有
権
の
保
存
若
し
く
は
移
転
の
登
記
を
申
請
す
る
と
き

（
新
設
）

又
は
所
有
権
の
登
記
が
な
い
不
動
産
に
つ
い
て
所
有
権
の
処

分
の
制
限
の
登
記
を
嘱
託
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

所
有
権
の
登
記
名
義
人
と
な
る
者
が
法
人
で
あ
る
と
き

(1)
は
、
法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特

定
の
法
人
を
識
別
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し
て
法
務

省
令
で
定
め
る
も
の
（
別
表
に
お
い
て
「
法
人
識
別
事
項

」
と
い
う
。
）

所
有
権
の
登
記
名
義
人
と
な
る
者
が
国
内
に
住
所
を
有

(2)
し
な
い
と
き
は
、
法
第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
国
内
に
お
け
る
連
絡
先
に
関
す
る
事
項
と
し
て

法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
別
表
に
お
い
て
「
国
内
連
絡

先
事
項
」
と
い
う
。
）
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十
二
・
十
三

（
略
）

十
二
・
十
三

（
同
上
）

別
表
（
第
三
条
、
第
七
条
関
係
）

別
表
（
第
三
条
、
第
七
条
関
係
）

項

登

記

申

請

情

報

添

付

情

報

項

登

記

申

請

情

報

添

付

情

報

（
略
）

（
同
上
）

十
三

合
体
に
よ

イ
～
ニ

（
略

（
略
）

十
三

合
体
に
よ

イ
～
ニ

（
同

（
同
上
）

る
登
記
等

）

る
登
記
等

上
）

（
法
第
四

ホ

法
第
四
十

（
法
第
四

（
新
設
）

十
九
条
第

九
条
第
一
項

十
九
条
第

一
項
後
段

後
段
の
規
定

一
項
後
段

の
規
定
に

に
よ
り
併
せ

の
規
定
に

よ
り
併
せ

て
申
請
を
す

よ
り
併
せ

て
申
請
を

る
所
有
権
の

て
申
請
を

す
る
所
有

登
記
が
あ
る

す
る
所
有

権
の
登
記

と
き
は
、
次

権
の
登
記

が
あ
る
と

に
掲
げ
る
事

が
あ
る
と

き
は
、
こ

項

き
は
、
こ

れ
を
含
む

所
有
権

れ
を
含
む

(1)

。
）

の
登
記
名

。
）

義
人
と
な

る
者
が
法

人
で
あ
る

と
き
は
、

法
人
識
別

事
項所

有
権

(2)
の
登
記
名
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義
人
と
な

る
者
が
国

内
に
住
所

を
有
し
な

い
と
き
は

、
国
内
連

絡
先
事
項

（
略
）

（
同
上
）

二
十
三

登
記
名
義

イ

変
更
後
又

（
略
）

二
十
三

登
記
名
義

変
更
後
又
は
更

（
同
上
）

人
の
氏
名

は
更
正
後
の

人
の
氏
名

正
後
の
登
記
名

若
し
く
は

登
記
名
義
人

若
し
く
は

義
人
の
氏
名
若

名
称
又
は

の
氏
名
若
し

名
称
又
は

し
く
は
名
称
又

住
所
に
つ

く
は
名
称
又

住
所
に
つ

は
住
所

い
て
の
変

は
住
所

い
て
の
変

更
の
登
記

ロ

当
該
登
記

更
の
登
記

又
は
更
正

名
義
人
（
所

又
は
更
正

の
登
記

有
権
の
登
記

の
登
記

名
義
人
に
限

る
。
）
が
法

人
で
あ
る
と

き
は
、
法
人

識
別
事
項
（

法
人
識
別
事

項
が
既
に
登

記
さ
れ
て
い

る
と
き
を
除
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く
。
）

ハ

変
更
後
又

は
更
正
後
の

所
有
権
の
登

記
名
義
人
の

住
所
が
国
内

に
な
い
と
き

は
、
国
内
連

絡
先
事
項
（

国
内
連
絡
先

事
項
が
既
に

登
記
さ
れ
て

い
る
と
き
を

除
く
。
）

（
略
）

（
同
上
）

二
十
五

権
利
の
変

イ

変
更
後
又

（
略
）

二
十
五

権
利
の
変

変
更
後
又
は
更

（
同
上
）

更
の
登
記

は
更
正
後
の

更
の
登
記

正
後
の
登
記
事

又
は
更
正

登
記
事
項

又
は
更
正

項

の
登
記
（

ロ

所
有
権
の

の
登
記
（

二
十
四
の

更
正
の
登
記

二
十
四
の

項
及
び
三

に
よ
っ
て
所

項
及
び
三

十
六
の
項

有
権
の
登
記

十
六
の
項

の
登
記
を

名
義
人
と
な

の
登
記
を

除
く
。
）

る
者
が
あ
る

除
く
。
）

と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
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項

所
有
権

(1)
の
登
記
名

義
人
と
な

る
者
が
法

人
で
あ
る

と
き
は
、

法
人
識
別

事
項所

有
権

(2)
の
登
記
名

義
人
と
な

る
者
が
国

内
に
住
所

を
有
し
な

い
と
き
は

、
国
内
連

絡
先
事
項

（
略
）

（
同
上
）
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二

建
設
機
械
登
記
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
三
百
五
号
）
（
第
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
不
動
産
登
記
法
等
の
準
用
）

（
不
動
産
登
記
法
等
の
準
用
）

第
十
六
条

不
動
産
登
記
法
第
二
条
第
四
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第

第
十
六
条

不
動
産
登
記
法
第
二
条
第
四
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第

十
六
号
ま
で
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、

十
六
号
ま
で
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、

第
十
六
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
（
第
十
一
号
を

第
十
六
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
（
第
十
一
号
を

除
く
。
）
、
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
三
条
ま
で
、
第
六
十
四
条

除
く
。
）
、
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
三
条
ま
で
、
第
六
十
四
条

第
一
項
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及

第
一
項
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及

び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
十
七
条
第
一
項
、
第

び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
十
七
条
第
一
項
、
第

二
項
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。

二
項
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。

）
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
八
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人

）
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
八
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人

及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十

及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十

条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
（
先
取
特
権
及
び
質
権
に
係
る

条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
（
先
取
特
権
及
び
質
権
に
係
る

部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
条
の
二
（
先
取
特
権
又
は
質
権
に
関

部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
条
の
二
（
先
取
特
権
又
は
質
権
に
関

す
る
登
記
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二

す
る
登
記
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二

条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

、
第
七
十
六
条
第
一
項
本
文
、
第
七
十
七
条
、
第
八
十
三
条
第
一

、
第
七
十
六
条
第
一
項
本
文
、
第
七
十
七
条
、
第
八
十
三
条
第
一

項
（
先
取
特
権
又
は
質
権
若
し
く
は
転
質
の
登
記
に
係
る
部
分
及

項
（
先
取
特
権
又
は
質
権
若
し
く
は
転
質
の
登
記
に
係
る
部
分
及

び
第
三
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
、
第
八
十
四
条
（
先
取
特
権

び
第
三
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
、
第
八
十
四
条
（
先
取
特
権

又
は
質
権
若
し
く
は
転
質
の
登
記
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第

又
は
質
権
若
し
く
は
転
質
の
登
記
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第

八
十
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
八

八
十
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
八

十
九
条
か
ら
第
九
十
三
条
ま
で
、
第
九
十
七
条
か
ら
第
百
八
条
ま

十
九
条
か
ら
第
九
十
三
条
ま
で
、
第
九
十
七
条
か
ら
第
百
八
条
ま

で
、
第
百
九
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分

で
、
第
百
九
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
、
第
百
十
条
か
ら
第
百
十
二
条
ま
で
、
第
百
十
四
条

を
除
く
。
）
、
第
百
十
条
か
ら
第
百
十
二
条
ま
で
、
第
百
十
四
条
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か
ら
第
百
十
七
条
ま
で
並
び
に
第
百
五
十
二
条
か
ら
第
百
五
十
八

か
ら
第
百
十
七
条
ま
で
並
び
に
第
百
五
十
二
条
か
ら
第
百
五
十
八

条
ま
で
の
規
定
並
び
に
不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三

条
ま
で
の
規
定
並
び
に
不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三

百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
、
第
三
条

百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
、
第
三
条

第
九
号
（
表
題
登
記
及
び
表
題
部
所
有
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。

第
九
号
（
表
題
登
記
及
び
表
題
部
所
有
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。

）
、
第
十
一
号
（
同
号
ヘ
及
び
ト
を
除
く
。
）
及
び
第
十
二
号
、

）
、
第
十
一
号
（
同
号
ヘ
を
除
く
。
）
及
び
第
十
二
号
、
第
四
条

第
四
条
、
第
五
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
七
条
第
一
項
第
五

、
第
五
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
七
条
第
一
項
第
五
号
及
び

号
及
び
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
第
四

第
三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
第
四
号
、
第

号
、
第
五
号
、
第
六
号
（
質
権
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七

五
号
、
第
六
号
（
質
権
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
号
（
民

号
（
民
法
第
三
百
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
九

法
第
三
百
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
九
十
八
条

十
八
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第

の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
八
号
及

八
号
及
び
第
九
号
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第
十
四
条
か

び
第
九
号
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第
十
四
条
か
ら
第
二

ら
第
二
十
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
の

十
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
の
規
定
は

規
定
は
、
建
設
機
械
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

、
建
設
機
械
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
不
動
産
登
記
法
第
二
十
五
条
第
一
号

、
こ
れ
ら
の
規
定
（
不
動
産
登
記
法
第
二
十
五
条
第
一
号
、
第
百

、
第
百
八
条
第
三
項
、
第
百
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
百
五
十
七

八
条
第
三
項
、
第
百
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
百
五
十
七
条
第
六

条
第
六
項
並
び
に
同
令
第
二
十
五
条
を
除
く
。
）
中
「
不
動
産
」

項
並
び
に
同
令
第
二
十
五
条
を
除
く
。
）
中
「
不
動
産
」
と
あ
る

と
あ
る
の
は
「
建
設
機
械
」
と
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
号
中
「

の
は
「
建
設
機
械
」
と
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
不
動
産

不
動
産
の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
登
記
の
事
務
」
と
、
同
法
第

の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
登
記
の
事
務
」
と
、
同
法
第
百
八
条

百
八
条
第
三
項
中
「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
建
設
機
械
の
登
記

第
三
項
中
「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
建
設
機
械
の
登
記
の
事
務

の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
登
記
所
」
と
、
同
法
第
百
五
十
二
条
第
二

を
つ
か
さ
ど
る
登
記
所
」
と
、
同
法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
中
「

項
中
「
不
動
産
登
記
」
と
あ
る
の
は
「
建
設
機
械
の
登
記
」
と
、

不
動
産
登
記
」
と
あ
る
の
は
「
建
設
機
械
の
登
記
」
と
、
同
法
第

同
法
第
百
五
十
七
条
第
六
項
中
「
不
動
産
登
記
法
（
」
と
あ
る
の

百
五
十
七
条
第
六
項
中
「
不
動
産
登
記
法
（
」
と
あ
る
の
は
「
建

は
「
建
設
機
械
登
記
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
三
百
五
号
）
第

設
機
械
登
記
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
三
百
五
号
）
第
十
六
条

十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
不
動
産
登
記
法
（
」
と
、
「

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
不
動
産
登
記
法
（
」
と
、
「
不
動
産

不
動
産
登
記
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
建
設
機

登
記
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
建
設
機
械
登
記

械
登
記
令
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
不
動
産
登
記
法

令
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
不
動
産
登
記
法
第
百
五
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第
百
五
十
七
条
第
二
項
」
と
、
同
令
第
七
条
第
一
項
第
五
号
ロ
中

十
七
条
第
二
項
」
と
、
同
令
第
七
条
第
一
項
第
五
号
ロ
中
「
別
表

「
別
表
」
と
あ
る
の
は
「
建
設
機
械
登
記
令
（
昭
和
二
十
九
年
政

」
と
あ
る
の
は
「
建
設
機
械
登
記
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
三

令
第
三
百
五
号
）
別
表
」
と
、
同
令
第
二
十
条
第
二
号
中
「
表
題

百
五
号
）
別
表
」
と
、
同
令
第
二
十
条
第
二
号
中
「
表
題
部
所
有

部
所
有
者
又
は
登
記
名
義
人
と
な
る
者
（
別
表
の
十
二
の
項
申
請

者
又
は
登
記
名
義
人
と
な
る
者
（
別
表
の
十
二
の
項
申
請
情
報
欄

情
報
欄
ロ
に
規
定
す
る
被
承
継
人
及
び
第
三
条
第
十
一
号
ハ
に
規

ロ
に
規
定
す
る
被
承
継
人
及
び
第
三
条
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る

定
す
る
登
記
権
利
者
」
と
あ
る
の
は
「
登
記
名
義
人
と
な
る
者
（

登
記
権
利
者
」
と
あ
る
の
は
「
登
記
名
義
人
と
な
る
者
（
建
設
機

建
設
機
械
登
記
令
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条

械
登
記
令
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
十
一

第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
登
記
権
利
者
」
と
、
同
令
第
二
十
五
条

号
ハ
に
規
定
す
る
登
記
権
利
者
」
と
、
同
令
第
二
十
五
条
中
「
不

中
「
不
動
産
登
記
法
」
と
あ
る
の
は
「
建
設
機
械
登
記
令
（
昭
和

動
産
登
記
法
」
と
あ
る
の
は
「
建
設
機
械
登
記
令
（
昭
和
二
十
九

二
十
九
年
政
令
第
三
百
五
号
）
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

年
政
令
第
三
百
五
号
）
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
不

す
る
不
動
産
登
記
法
」
と
、
「
不
動
産
登
記
令
」
と
あ
る
の
は
「

動
産
登
記
法
」
と
、
「
不
動
産
登
記
令
」
と
あ
る
の
は
「
同
令
第

同
令
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
不
動
産
登
記
令
」
と

十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
不
動
産
登
記
令
」
と
読
み
替

読
み
替
え
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
法
務
省
令
で
定

え
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。

め
る
。

２

（
略
）

２

（
同
上
）
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三

船
舶
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
十
一
号
）
（
第
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
等
）

（
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
等
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）

３

不
動
産
登
記
法
第
百
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
前

３

不
動
産
登
記
法
第
百
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
前

二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
つ
い
て
、
同
条
第
五
項
の
規
定
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
つ
い
て
、
同
条
第
五
項
の
規
定
は
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
は
前

一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ

二
項
に
規
定
す
る
各
書
面
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「

船
舶
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
十
一
号
）
第
三
十
三
条
第
一

船
舶
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
十
一
号
）
第
三
十
三
条
第
一

項
」
と
、
「
不
動
産
の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
の
船
籍
港

項
」
と
、
「
不
動
産
の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
の
船
籍
港

の
所
在
地
又
は
製
造
中
の
船
舶
の
製
造
地
」
と
読
み
替
え
る
も
の

の
所
在
地
又
は
製
造
中
の
船
舶
の
製
造
地
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

（
不
動
産
登
記
法
等
の
準
用
）

（
不
動
産
登
記
法
等
の
準
用
）

第
三
十
五
条

不
動
産
登
記
法
第
二
条
第
九
号
及
び
第
十
二
号
か
ら

第
三
十
五
条

不
動
産
登
記
法
第
二
条
第
九
号
及
び
第
十
二
号
か
ら

第
十
六
号
ま
で
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で

第
十
六
号
ま
で
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で

、
第
十
三
条
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
、
第
二
十
五
条

、
第
十
三
条
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
、
第
二
十
五
条

（
第
十
一
号
を
除
く
。
）
、
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
三
条
ま
で

（
第
十
一
号
を
除
く
。
）
、
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
三
条
ま
で

、
第
六
十
四
条
第
一
項
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
（
抵
当
証

、
第
六
十
四
条
第
一
項
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
（
抵
当
証

券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
十
七

券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
十
七

条
第
一
項
、
第
二
項
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る

条
第
一
項
、
第
二
項
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る

部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
八
条
（
抵
当

部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
八
条
（
抵
当

証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
十

証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
十
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九
条
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
二
項
（
地
上
権
、
永
小
作
権
、
質

九
条
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
二
項
（
地
上
権
、
永
小
作
権
、
質

権
又
は
採
石
権
に
関
す
る
登
記
及
び
買
戻
し
の
特
約
に
関
す
る
登

権
又
は
採
石
権
に
関
す
る
登
記
及
び
買
戻
し
の
特
約
に
関
す
る
登

記
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
項
及
び
第
四
項
（
先
取
特
権

記
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
項
及
び
第
四
項
（
先
取
特
権

及
び
質
権
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
条
の
二
（
先
取
特

及
び
質
権
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
条
の
二
（
先
取
特

権
又
は
質
権
に
関
す
る
登
記
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十

権
又
は
質
権
に
関
す
る
登
記
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十

一
条
、
第
七
十
二
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る

一
条
、
第
七
十
二
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る

部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
六
条
第
一
項
本
文
、
第
七
十
七
条
、

部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
六
条
第
一
項
本
文
、
第
七
十
七
条
、

第
八
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
八
十
三
条
第
一
項
（

第
八
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
八
十
三
条
第
一
項
（

先
取
特
権
又
は
質
権
若
し
く
は
転
質
の
登
記
に
係
る
部
分
及
び
第

先
取
特
権
又
は
質
権
若
し
く
は
転
質
の
登
記
に
係
る
部
分
及
び
第

三
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
、
第
八
十
四
条
（
先
取
特
権
又
は

三
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
、
第
八
十
四
条
（
先
取
特
権
又
は

質
権
若
し
く
は
転
質
の
登
記
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
八
十

質
権
若
し
く
は
転
質
の
登
記
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
八
十

八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
八
十
九

八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
八
十
九

条
か
ら
第
九
十
三
条
ま
で
、
第
九
十
七
条
か
ら
第
百
八
条
ま
で
、

条
か
ら
第
九
十
三
条
ま
で
、
第
九
十
七
条
か
ら
第
百
八
条
ま
で
、

第
百
九
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除

第
百
九
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
、
第
百
十
条
か
ら
第
百
十
七
条
ま
で
並
び
に
第
百
五
十
二

く
。
）
、
第
百
十
条
か
ら
第
百
十
七
条
ま
で
並
び
に
第
百
五
十
二

条
か
ら
第
百
五
十
八
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
不
動
産
登
記
令
（
平

条
か
ら
第
百
五
十
八
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
不
動
産
登
記
令
（
平

成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
号
、
第
七
号
及

成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
号
、
第
七
号
及

び
第
八
号
、
第
三
条
第
九
号
（
表
題
登
記
及
び
表
題
部
所
有
者
に

び
第
八
号
、
第
三
条
第
九
号
（
表
題
登
記
及
び
表
題
部
所
有
者
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
一
号
（
同
号
ヘ
及
び
ト
を
除
く
。

係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
一
号
（
同
号
ヘ
を
除
く
。
）
及
び

）
及
び
第
十
二
号
、
第
四
条
、
第
五
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、

第
十
二
号
、
第
四
条
、
第
五
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
七
条

第
七
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
三
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
、
第

第
一
項
第
五
号
及
び
第
三
項
（
第
一
号
を
除
く
。
）
、
第
八
条
第

八
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
、
第
六
号
（
質
権
に
係
る
部
分
を

一
項
第
四
号
、
第
五
号
、
第
六
号
（
質
権
に
係
る
部
分
を
除
く
。

除
く
。
）
、
第
七
号
（
民
法
第
三
百
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す

）
、
第
七
号
（
民
法
第
三
百
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

る
同
法
第
三
百
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
係
る
部
分

第
三
百
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
係
る
部
分
を
除
く

を
除
く
。
）
、
第
八
号
及
び
第
九
号
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま

。
）
、
第
八
号
及
び
第
九
号
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第

で
、
第
十
四
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
二
条
か
ら
第

十
四
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
六



- 11 -

二
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
船
舶
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

条
ま
で
の
規
定
は
、
船
舶
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
不
動
産
登
記
法
第
二
十

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
不
動
産
登
記
法
第
二
十
五
条
第

五
条
第
一
号
、
第
百
八
条
第
三
項
、
第
百
五
十
二
条
第
二
項
及
び

一
号
、
第
百
八
条
第
三
項
、
第
百
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
百
五

第
百
五
十
七
条
第
六
項
並
び
に
同
令
第
二
十
五
条
を
除
く
。
）
中

十
七
条
第
六
項
並
び
に
同
令
第
二
十
五
条
を
除
く
。
）
中
「
不
動

「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
」
と
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一

産
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
」
と
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
号
及
び

号
及
び
第
百
八
条
第
三
項
中
「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
の

第
百
八
条
第
三
項
中
「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
の
船
籍
港

船
籍
港
」
と
、
同
法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
中
「
不
動
産
登
記
」

」
と
、
同
法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
中
「
不
動
産
登
記
」
と
あ
る

と
あ
る
の
は
「
船
舶
の
登
記
」
と
、
同
法
第
百
五
十
七
条
第
六
項

の
は
「
船
舶
の
登
記
」
と
、
同
法
第
百
五
十
七
条
第
六
項
中
「
不

中
「
不
動
産
登
記
法
（
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
登
記
令
（
平
成
十

動
産
登
記
法
（
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政

七
年
政
令
第
十
一
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

令
第
十
一
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
不
動
産

不
動
産
登
記
法
（
」
と
、
「
不
動
産
登
記
法
第
百
五
十
七
条
第
二

登
記
法
（
」
と
、
「
不
動
産
登
記
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
」
と

項
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
登
記
令
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て

あ
る
の
は
「
船
舶
登
記
令
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

準
用
す
る
不
動
産
登
記
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
」
と
、
同
令
第

る
不
動
産
登
記
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
」
と
、
同
令
第
七
条
第

七
条
第
一
項
第
五
号
ロ
中
「
別
表
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
登
記
令

一
項
第
五
号
ロ
中
「
別
表
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
登
記
令
（
平
成

（
平
成
十
七
年
政
令
第
十
一
号
）
別
表
一
」
と
、
同
令
第
二
十
条

十
七
年
政
令
第
十
一
号
）
別
表
一
」
と
、
同
令
第
二
十
条
第
二
号

第
二
号
中
「
表
題
部
所
有
者
又
は
登
記
名
義
人
と
な
る
者
（
別
表

中
「
表
題
部
所
有
者
又
は
登
記
名
義
人
と
な
る
者
（
別
表
の
十
二

の
十
二
の
項
申
請
情
報
欄
ロ
に
規
定
す
る
被
承
継
人
及
び
第
三
条

の
項
申
請
情
報
欄
ロ
に
規
定
す
る
被
承
継
人
及
び
第
三
条
第
十
一

第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
登
記
権
利
者
」
と
あ
る
の
は
「
登
記
名

号
ハ
に
規
定
す
る
登
記
権
利
者
」
と
あ
る
の
は
「
登
記
名
義
人
と

義
人
と
な
る
者
（
船
舶
登
記
令
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準

な
る
者
（
船
舶
登
記
令
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

用
す
る
第
三
条
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
登
記
権
利
者
」
と
、
同

第
三
条
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
登
記
権
利
者
」
と
、
同
令
第
二

令
第
二
十
五
条
中
「
不
動
産
登
記
法
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
登
記

十
五
条
中
「
不
動
産
登
記
法
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
登
記
令
（
平

令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
十
一
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い

成
十
七
年
政
令
第
十
一
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

て
準
用
す
る
不
動
産
登
記
法
」
と
、
「
不
動
産
登
記
令
」
と
あ
る

す
る
不
動
産
登
記
法
」
と
、
「
不
動
産
登
記
令
」
と
あ
る
の
は
「

の
は
「
同
令
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
不
動
産
登

同
令
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
不
動
産
登
記
令
」

記
令
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
法
務

と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
法
務
省
令
で

省
令
で
定
め
る
。

定
め
る
。
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２

不
動
産
登
記
法
第
二
条
第
九
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号

２

不
動
産
登
記
法
第
二
条
第
九
号
及
び
第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号

ま
で
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
三

ま
で
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
三

条
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
三
条
（
第
二
項

条
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
三
条
（
第
二
項

を
除
く
。
）
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
（
第
十
一
号
を
除
く

を
除
く
。
）
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
（
第
十
一
号
を
除
く

。
）
、
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
、
第
六
十
三
条
第
一

。
）
、
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
、
第
六
十
三
条
第
一

項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
四
条
第
一
項
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十

項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
四
条
第
一
項
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十

六
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。

六
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。

）
、
第
六
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び

）
、
第
六
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び

裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六

裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六

十
八
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く

十
八
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く

。
）
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項

。
）
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項

（
先
取
特
権
及
び
質
権
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
条
の

（
先
取
特
権
及
び
質
権
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
条
の

二
（
先
取
特
権
又
は
質
権
に
関
す
る
登
記
に
係
る
部
分
を
除
く
。

二
（
先
取
特
権
又
は
質
権
に
関
す
る
登
記
に
係
る
部
分
を
除
く
。

）
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏

）
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏

書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
八
十
三
条
第
一
項
（
先
取
特

書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
八
十
三
条
第
一
項
（
先
取
特

権
又
は
質
権
若
し
く
は
転
質
の
登
記
に
係
る
部
分
及
び
第
三
号
を

権
又
は
質
権
若
し
く
は
転
質
の
登
記
に
係
る
部
分
及
び
第
三
号
を

除
く
。
）
及
び
第
二
項
、
第
八
十
四
条
（
先
取
特
権
又
は
質
権
若

除
く
。
）
及
び
第
二
項
、
第
八
十
四
条
（
先
取
特
権
又
は
質
権
若

し
く
は
転
質
の
登
記
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
八
十
八
条
第

し
く
は
転
質
の
登
記
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
八
十
八
条
第

一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
八
十
九
条
か
ら

一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
八
十
九
条
か
ら

第
九
十
三
条
ま
で
、
第
九
十
七
条
か
ら
第
百
八
条
ま
で
、
第
百
九

第
九
十
三
条
ま
で
、
第
九
十
七
条
か
ら
第
百
八
条
ま
で
、
第
百
九

条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

、
第
百
十
条
、
第
百
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
十
二
条

、
第
百
十
条
、
第
百
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
十
二
条

、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
六
条
、
第
百
十
七
条
並
び
に
第
百
五
十

、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
六
条
、
第
百
十
七
条
並
び
に
第
百
五
十

二
条
か
ら
第
百
五
十
八
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
不
動
産
登
記
令
第

二
条
か
ら
第
百
五
十
八
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
不
動
産
登
記
令
第

二
条
第
一
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
、
第
三
条
第
九
号
（
表
題
登

二
条
第
一
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
、
第
三
条
第
九
号
（
表
題
登

記
及
び
表
題
部
所
有
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
一
号
（

記
及
び
表
題
部
所
有
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
一
号
（
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同
号
ヘ
及
び
ト
を
除
く
。
）
及
び
第
十
二
号
、
第
四
条
、
第
五
条

同
号
ヘ
を
除
く
。
）
及
び
第
十
二
号
、
第
四
条
、
第
五
条
（
第
一

（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
七
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
三
項
第

項
を
除
く
。
）
、
第
七
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
三
項
第
四
号
、

四
号
、
第
八
条
第
一
項
第
四
号
、
第
六
号
（
質
権
に
係
る
部
分
を

第
八
条
第
一
項
第
四
号
、
第
六
号
（
質
権
に
係
る
部
分
を
除
く
。

除
く
。
）
、
第
七
号
（
民
法
第
三
百
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す

）
、
第
七
号
（
民
法
第
三
百
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

る
同
法
第
三
百
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
係
る
部
分

第
三
百
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
係
る
部
分
を
除
く

を
除
く
。
）
、
第
八
号
及
び
第
九
号
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま

。
）
、
第
八
号
及
び
第
九
号
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第

で
、
第
十
四
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
二
条
か
ら
第

十
四
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
六

二
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
製
造
中
の
船
舶
の
登
記
に
つ
い
て
準

条
ま
で
の
規
定
は
、
製
造
中
の
船
舶
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
不
動
産
登
記

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
不
動
産
登
記
法
第
百

法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
百
五
十
七
条
第
六
項
並
び
に
同

五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
百
五
十
七
条
第
六
項
並
び
に
同
令
第
二

令
第
二
十
五
条
を
除
く
。
）
中
「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
製
造

十
五
条
を
除
く
。
）
中
「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
製
造
中
の
船

中
の
船
舶
」
と
、
同
法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
中
「
不
動
産
登
記

舶
」
と
、
同
法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
中
「
不
動
産
登
記
」
と
あ

」
と
あ
る
の
は
「
製
造
中
の
船
舶
の
登
記
」
と
、
同
法
第
百
五
十

る
の
は
「
製
造
中
の
船
舶
の
登
記
」
と
、
同
法
第
百
五
十
七
条
第

七
条
第
六
項
中
「
不
動
産
登
記
法
（
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
登
記

六
項
中
「
不
動
産
登
記
法
（
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
登
記
令
（
平

令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
十
一
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い

成
十
七
年
政
令
第
十
一
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

て
準
用
す
る
不
動
産
登
記
法
（
」
と
、
「
不
動
産
登
記
法
第
百
五

す
る
不
動
産
登
記
法
（
」
と
、
「
不
動
産
登
記
法
第
百
五
十
七
条

十
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
登
記
令
第
三
十
五
条
第
二

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
登
記
令
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お

項
に
お
い
て
準
用
す
る
不
動
産
登
記
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
」

い
て
準
用
す
る
不
動
産
登
記
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
」
と
、
同

と
、
同
令
第
七
条
第
一
項
第
五
号
ロ
中
「
別
表
」
と
あ
る
の
は
「

令
第
七
条
第
一
項
第
五
号
ロ
中
「
別
表
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
登

船
舶
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
十
一
号
）
別
表
二
」
と
、
同

記
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
十
一
号
）
別
表
二
」
と
、
同
令
第
二

令
第
二
十
条
第
二
号
中
「
表
題
部
所
有
者
又
は
登
記
名
義
人
と
な

十
条
第
二
号
中
「
表
題
部
所
有
者
又
は
登
記
名
義
人
と
な
る
者
（

る
者
（
別
表
の
十
二
の
項
申
請
情
報
欄
ロ
に
規
定
す
る
被
承
継
人

別
表
の
十
二
の
項
申
請
情
報
欄
ロ
に
規
定
す
る
被
承
継
人
及
び
第

及
び
第
三
条
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
登
記
権
利
者
」
と
あ
る
の

三
条
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
登
記
権
利
者
」
と
あ
る
の
は
「
登

は
「
登
記
名
義
人
と
な
る
者
（
船
舶
登
記
令
第
三
十
五
条
第
二
項

記
名
義
人
と
な
る
者
（
船
舶
登
記
令
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い

に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
登
記
権
利

て
準
用
す
る
第
三
条
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
登
記
権
利
者
」
と

者
」
と
、
同
令
第
二
十
五
条
中
「
不
動
産
登
記
法
」
と
あ
る
の
は

、
同
令
第
二
十
五
条
中
「
不
動
産
登
記
法
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
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「
船
舶
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
十
一
号
）
第
三
十
五
条
第

登
記
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
十
一
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
に

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
不
動
産
登
記
法
」
と
、
「
不
動
産
登
記

お
い
て
準
用
す
る
不
動
産
登
記
法
」
と
、
「
不
動
産
登
記
令
」
と

令
」
と
あ
る
の
は
「
同
令
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

あ
る
の
は
「
同
令
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
不
動

る
不
動
産
登
記
令
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替

産
登
記
令
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、

え
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。

法
務
省
令
で
定
め
る
。

３

（
略
）

３

（
同
上
）
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四

農
業
用
動
産
抵
当
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
十
五
号
）
（
第
四
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
等
）

（
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
等
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）

３

不
動
産
登
記
法
第
百
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
前

３

不
動
産
登
記
法
第
百
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
前

二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
つ
い
て
、
同
条
第
五
項
の
規
定
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
つ
い
て
、
同
条
第
五
項
の
規
定
は
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
は
前

一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ

二
項
に
規
定
す
る
各
書
面
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「

農
業
用
動
産
抵
当
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
十
五
号
）
第

農
業
用
動
産
抵
当
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
十
五
号
）
第

十
六
条
第
一
項
」
と
、
「
不
動
産
の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
農

十
六
条
第
一
項
」
と
、
「
不
動
産
の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
農

業
用
動
産
の
所
在
地
（
漁
船
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
主
た
る
根
拠
地

業
用
動
産
の
所
在
地
（
漁
船
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
主
た
る
根
拠
地

）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
不
動
産
登
記
法
等
の
準
用
）

（
不
動
産
登
記
法
等
の
準
用
）

第
十
八
条

不
動
産
登
記
法
第
二
条
第
五
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一

第
十
八
条

不
動
産
登
記
法
第
二
条
第
五
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一

号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第
七
条
か
ら
第
十

号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第
七
条
か
ら
第
十

条
ま
で
、
第
十
三
条
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二

条
ま
で
、
第
十
三
条
、
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二

十
三
条
（
第
二
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
（

十
三
条
（
第
二
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
（

第
十
一
号
を
除
く
。
）
、
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
、

第
十
一
号
を
除
く
。
）
、
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
、

第
六
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
四
条
第
一
項
、
第
六

第
六
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
四
条
第
一
項
、
第
六

十
五
条
、
第
六
十
六
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係

十
五
条
、
第
六
十
六
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係

る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
（
抵
当
証

る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
（
抵
当
証

券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
項
及

券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
項
及
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び
第
四
項
、
第
六
十
八
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に

び
第
四
項
、
第
六
十
八
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第

係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第

三
項
及
び
第
四
項
（
先
取
特
権
及
び
質
権
に
係
る
部
分
を
除
く
。

三
項
及
び
第
四
項
（
先
取
特
権
及
び
質
権
に
係
る
部
分
を
除
く
。

）
、
第
七
十
条
の
二
（
先
取
特
権
又
は
質
権
に
関
す
る
登
記
に
係

）
、
第
七
十
条
の
二
（
先
取
特
権
又
は
質
権
に
関
す
る
登
記
に
係

る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
（
抵
当
証
券

る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
（
抵
当
証
券

の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
八
十
三
条

の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
八
十
三
条

第
一
項
（
先
取
特
権
又
は
質
権
若
し
く
は
転
質
の
登
記
に
係
る
部

第
一
項
（
先
取
特
権
又
は
質
権
若
し
く
は
転
質
の
登
記
に
係
る
部

分
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
、
第
八
十
四
条
（
先
取

分
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
、
第
八
十
四
条
（
先
取

特
権
又
は
質
権
若
し
く
は
転
質
の
登
記
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

特
権
又
は
質
権
若
し
く
は
転
質
の
登
記
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

、
第
八
十
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
、

、
第
八
十
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
、

第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十
三
条
ま
で
、
第
九
十
七
条
か
ら
第
百
八

第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十
三
条
ま
で
、
第
九
十
七
条
か
ら
第
百
八

条
ま
で
、
第
百
九
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る

条
ま
で
、
第
百
九
条
（
抵
当
証
券
の
所
持
人
及
び
裏
書
人
に
係
る

部
分
を
除
く
。
）
、
第
百
十
条
、
第
百
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三

部
分
を
除
く
。
）
、
第
百
十
条
、
第
百
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三

項
、
第
百
十
二
条
、
第
百
十
四
条
並
び
に
第
百
五
十
二
条
か
ら
第

項
、
第
百
十
二
条
、
第
百
十
四
条
並
び
に
第
百
五
十
二
条
か
ら
第

百
五
十
八
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年

百
五
十
八
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年

政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号

政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号

、
第
三
条
第
九
号
（
表
題
登
記
及
び
表
題
部
所
有
者
に
係
る
部
分

、
第
三
条
第
九
号
（
表
題
登
記
及
び
表
題
部
所
有
者
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
、
第
十
一
号
（
同
号
ヘ
及
び
ト
を
除
く
。
）
及
び
第

を
除
く
。
）
、
第
十
一
号
（
同
号
ヘ
を
除
く
。
）
及
び
第
十
二
号

十
二
号
、
第
四
条
、
第
七
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
三
項
第
四
号

、
第
四
条
、
第
七
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
三
項
第
四
号
、
第
八

、
第
八
条
第
一
項
第
四
号
、
第
六
号
（
質
権
に
係
る
部
分
を
除
く

条
第
一
項
第
四
号
、
第
六
号
（
質
権
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、

。
）
、
第
七
号
（
民
法
第
三
百
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

第
七
号
（
民
法
第
三
百
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三

法
第
三
百
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
係
る
部
分
を
除

百
九
十
八
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

く
。
）
、
第
八
号
及
び
第
九
号
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、

、
第
八
号
及
び
第
九
号
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第
十
四

第
十
四
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十

条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま

六
条
ま
で
の
規
定
は
、
農
業
用
動
産
の
抵
当
権
の
登
記
に
つ
い
て

で
の
規
定
は
、
農
業
用
動
産
の
抵
当
権
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
不
動
産
登

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
不
動
産
登
記
法
第
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記
法
第
二
十
五
条
第
一
号
、
第
百
八
条
第
三
項
、
第
百
五
十
二
条

二
十
五
条
第
一
号
、
第
百
八
条
第
三
項
、
第
百
五
十
二
条
第
二
項

第
二
項
及
び
第
百
五
十
七
条
第
六
項
並
び
に
同
令
第
二
十
五
条
を

及
び
第
百
五
十
七
条
第
六
項
並
び
に
同
令
第
二
十
五
条
を
除
く
。

除
く
。
）
中
「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
農
業
用
動
産
」
と
、
同

）
中
「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
農
業
用
動
産
」
と
、
同
法
第
二

法
第
二
条
第
五
号
中
「
表
示
に
関
す
る
登
記
又
は
権
利
に
関
す
る

条
第
五
号
中
「
表
示
に
関
す
る
登
記
又
は
権
利
に
関
す
る
登
記
に

登
記
に
つ
い
て
、
一
筆
の
土
地
又
は
一
個
の
建
物
ご
と
に
第
十
二

つ
い
て
、
一
筆
の
土
地
又
は
一
個
の
建
物
ご
と
に
第
十
二
条
」
と

条
」
と
あ
る
の
は
「
農
業
用
動
産
の
抵
当
権
に
関
す
る
登
記
に
つ

あ
る
の
は
「
農
業
用
動
産
の
抵
当
権
に
関
す
る
登
記
に
つ
い
て
、

い
て
、
一
個
の
農
業
用
動
産
ご
と
に
農
業
用
動
産
抵
当
登
記
令
（

一
個
の
農
業
用
動
産
ご
と
に
農
業
用
動
産
抵
当
登
記
令
（
平
成
十

平
成
十
七
年
政
令
第
二
十
五
号
）
第
四
条
」
と
、
同
法
第
二
十
五

七
年
政
令
第
二
十
五
号
）
第
四
条
」
と
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一

条
第
一
号
及
び
第
百
八
条
第
三
項
中
「
不
動
産
の
所
在
地
」
と
あ

号
及
び
第
百
八
条
第
三
項
中
「
不
動
産
の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は

る
の
は
「
農
業
用
動
産
の
所
在
地
（
漁
船
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
主

「
農
業
用
動
産
の
所
在
地
（
漁
船
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
主
た
る
根

た
る
根
拠
地
）
」
と
、
同
法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
中
「
不
動
産

拠
地
）
」
と
、
同
法
第
百
五
十
二
条
第
二
項
中
「
不
動
産
登
記
」

登
記
」
と
あ
る
の
は
「
農
業
用
動
産
の
抵
当
権
の
登
記
」
と
、
同

と
あ
る
の
は
「
農
業
用
動
産
の
抵
当
権
の
登
記
」
と
、
同
法
第
百

法
第
百
五
十
七
条
第
六
項
中
「
不
動
産
登
記
法
（
」
と
あ
る
の
は

五
十
七
条
第
六
項
中
「
不
動
産
登
記
法
（
」
と
あ
る
の
は
「
農
業

「
農
業
用
動
産
抵
当
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
十
五
号
）

用
動
産
抵
当
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
十
五
号
）
第
十
八

第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
不
動
産
登
記
法
（
」
と
、
「
不
動

条
に
お
い
て
準
用
す
る
不
動
産
登
記
法
（
」
と
、
「
不
動
産
登
記

産
登
記
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
農
業
用
動
産

法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
農
業
用
動
産
抵
当
登

抵
当
登
記
令
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
不
動
産
登
記
法
第
百

記
令
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
不
動
産
登
記
法
第
百
五
十
七

五
十
七
条
第
二
項
」
と
、
同
令
第
七
条
第
一
項
第
五
号
ロ
中
「
別

条
第
二
項
」
と
、
同
令
第
七
条
第
一
項
第
五
号
ロ
中
「
別
表
」
と

表
」
と
あ
る
の
は
「
農
業
用
動
産
抵
当
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政

あ
る
の
は
「
農
業
用
動
産
抵
当
登
記
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二

令
第
二
十
五
号
）
別
表
」
と
、
同
令
第
二
十
条
第
二
号
中
「
表
題

十
五
号
）
別
表
」
と
、
同
令
第
二
十
条
第
二
号
中
「
表
題
部
所
有

部
所
有
者
又
は
登
記
名
義
人
と
な
る
者
（
別
表
の
十
二
の
項
申
請

者
又
は
登
記
名
義
人
と
な
る
者
（
別
表
の
十
二
の
項
申
請
情
報
欄

情
報
欄
ロ
に
規
定
す
る
被
承
継
人
及
び
第
三
条
第
十
一
号
ハ
に
規

ロ
に
規
定
す
る
被
承
継
人
及
び
第
三
条
第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る

定
す
る
登
記
権
利
者
」
と
あ
る
の
は
「
登
記
名
義
人
と
な
る
者
（

登
記
権
利
者
」
と
あ
る
の
は
「
登
記
名
義
人
と
な
る
者
（
農
業
用

農
業
用
動
産
抵
当
登
記
令
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条

動
産
抵
当
登
記
令
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
十
一

第
十
一
号
ハ
に
規
定
す
る
登
記
権
利
者
」
と
、
同
令
第
二
十
五
条

号
ハ
に
規
定
す
る
登
記
権
利
者
」
と
、
同
令
第
二
十
五
条
中
「
不

中
「
不
動
産
登
記
法
」
と
あ
る
の
は
「
農
業
用
動
産
抵
当
登
記
令

動
産
登
記
法
」
と
あ
る
の
は
「
農
業
用
動
産
抵
当
登
記
令
（
平
成
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（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
十
五
号
）
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す

十
七
年
政
令
第
二
十
五
号
）
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
不
動

る
不
動
産
登
記
法
」
と
、
「
不
動
産
登
記
令
」
と
あ
る
の
は
「
同

産
登
記
法
」
と
、
「
不
動
産
登
記
令
」
と
あ
る
の
は
「
同
令
第
十

令
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
不
動
産
登
記
令
」
と
読
み
替
え

八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
不
動
産
登
記
令
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か

る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。

、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。


